
平成30年度の調査結果に
基づく取組みについて

資料２



平成30年度薬局における患者の意識調査

２．資材を用いた薬剤師の説明が患者の考えに与える影響
説明前後の回答分布の差を検証したところ、説明後に使用意向の回答分布が肯定側にシフトしていた（下表参照）

１．患者調査、薬剤師調査
①．「ジェネリック医薬品を使いたくない」と回答した患者
特に高齢者に多く、今までジェネリック医薬品を使用した経験がない患者の⽐率が⾼かった
⇒⼀度はジェネリック医薬品を試すよう声掛けをし、変更後のフォローを確実に⾏なえる仕組みが必要

②．拒否理由の年代別特徴
若年層︓添加剤の違い・⾃⼰負担の少なさ（乳幼児医療等）
高齢層︓症状が安定している中でジェネリック医薬品に切り替えたくないという意向
⇒年代別に応じた薬局薬剤師からの情報提供が望まれる

③．薬剤師による説明実施後にジェネリック医薬品の使用にする意向が肯定的に変化した（下記２．参照）が、
「使いたい」との回答割合が10％未満であった地域では、さらなる説明の強化が望まれる
⇒【参考】「使いたい」の回答割合が、薬剤師の説明後も10％未満であった地域
大阪市（都島区、⻄区、⼤正区、⻄淀川区、東淀川区、阿倍野区、平野区）、茨⽊市、箕⾯市、
守口市、四条畷市、大阪狭山市、高石市



『薬に触れる』コーナー

大阪府体験型小規模イベント（ミニ講座、体験学習）「個人の予防・健康づくりとジェネリック医薬品」
〜しっかり予防。いざという時は、“飲みやすい”という選択〜

（概要）
Ø保険者協議会(協会けんぽ、国保等)と大阪府（大阪府後発医薬品安心使用促進のための協議会）
とタイアップ。

Ø１１月に八尾市においてモデル的に体験型イベントを実施

『ジェネリック医薬品簡単講座』コーナー

＜体験型企画 展開イメージ＞ ※同フロア内に各コーナーを設置し、参加者が自由に訪問できる形式等。

（仮）『フレイル講座』コーナー

＜実施風景＞
大阪府 豊中市講演会
（2019年2月19日）

（テーマ）
ジェネリック医薬品ってどんな薬︖

（会場）
市⽴⽣活情報センターくらしかん

（事務局）
とよなか消費者協会

（対象）
⼀般市⺠（特に⾼齢者の⽅）

（当日の参加者）
計15名

小規模・参加型（感覚に訴える訴求）
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大阪府 令和元年度 第一回 体験型小規模イベント（ミニ講座、体験学習）～開催趣意書(案)～ 

 

「個人の疾病予防・健康づくりとジェネリック医薬品」 

～しっかり予防。いざという時は、“飲みやすい”という選択～ 

 

１，開催の趣旨   

 （背景・経緯） 

ジェネリック医薬品に関しては、2002年以降、政府による多様な使用促進策が展開されてきたとこ
ろです（例えば、診療報酬・調剤報酬などの医療保険上の措置、国立医薬品食品衛生研究所の検討会に

よる品質面での信頼性向上の取り組みなど）。さらに、都道府県や保険者、またジェネリック医薬品業

界においても各種の取り組みが行われてまいりました。 
    その結果、直近のジェネリック医薬品使用割合は 72.6％（平成 30年 9月厚生労働省）まで伸長しま
した。一方で、2017年 6月 9日には、「2020年（平成 32年）9月までに、後発医薬品数量シェア目標
を 80％」とすることが閣議決定されました（「経済財政運営と改革の基本方針 2017」）。 
そして 2019年 3月 18日に「保険者別のジェネリック医薬品の使用割合」が公開され、なお一層のジェ
ネリック医薬品の使用促進が求められているところであります。 
 
 

（大阪府での取り組みの充実） 

国の薬剤料については、大阪府と東京都の二地域だけで全国の約 20%を占めます。このことからも、
東京に次いで大阪府での取り組みは全国への波及効果が大きいものがあります。 

 
また、大阪府の医療費 3 兆 2,193 億円のうち、高齢者医療費（75 歳以上後期高齢者医療費）は約 1
兆円と、3分の 1程度を占めています（2015年度）。 
且つ、全体の患者数に占める 75歳以上の高齢者の割合も増加してきており、高齢者医療費は今後の

高齢化の進展によりさらに増加することが見込まれます。 
しかしながら、人口が多い一方で、全国的に見てもジェネリック医薬品の使用率が未だに低調である

後期高齢者の使用が進むことは、大阪府のみならず、全国的にみても医療費適正化の上で大きなインパ

クトあると予想されます。 
 
上記を踏まえ、あと 1 年あまりの間にジェネリック医薬品の数量シェア 80％を達成させるには、こ

れまでの取り組みに加え、対象とする地域、層に向けたきめ細かい対応が必要と考えられます。 
さらに、国の政策方針である「健康予防の取り組み」と合せた啓発が、使用促進の上でも、高齢者の

皆様のＱＯＬ向上の観点からも有益であると考えます。 
そこで、主要な保険者団体の皆様と協力し、高齢者の皆様を中心に、「健康と予防への取組講座」を 
中心に、体験型学習なども交えた「医薬品 
の適正使用（ジェネリック医薬品の製剤工夫等）」を併せてご理解いただくイベントを開催さ 
せていただきます。 

   

２，共催等（申請中を含む）   

共催：厚生労働省、大阪府（大阪府後発医薬品安心使用促進のための協議会）、大阪府保険者協議会、 
日本ジェネリック製薬協会 

後援：日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会、日本病院薬剤師会 
   健康保険組合連合会、全国健康保険協会、国民健康保険中央会、大阪府後期高齢者広域医療連合 
   (今後、多くの団体の皆様に検討を打診予定) 
 
経費負担：本件開催に係る経費は日本ジェネリック製薬協会が負担いたします。 

 

 

 

 

 

（2019.8.22） 



 

1 
 

0327  

0327  

0327  

0327  

0327  

     30 27  

   

  

 

      

 

 

 

 

       

 

 

  

 

(

)

2018

 

2017 29

2020 32 80

 

2017 29 12 21



 

2 
 

 

 

 22 67 245

 

 

 
 

 
 

 
  

 
   
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
 

 
  

 
  



 

3 
 

 
  

 
   

 
   

 
   

 
 

 
 

 
   NDB

 
  

   

 
 

 
    
 
 

   
 
 
 

 


